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論　　説

欧州における医薬発明特許の有効化戦略

　抄　録　欧州特許出願は，欧州特許条約締約国の国内出願の束である。出願人は，欧州特許庁から
特許付与予定の通知を受領したら，有効化手続を取る必要があり，どの締約国で有効化するかを決め
なければならない。出願人にとって，どの締約国で有効化すべきかは重要且つ難しい問題である。有
効化すべき締約国を決定する要因は様々である。本稿では，医薬発明特許の有効化の傾向について，
全技術分野の有効化の傾向と比較し，さらに医薬発明特許の有効化国を決定すると考えられる要因と
併せて分析する。かかる要因の一部は，医薬分野のみならず他の技術分野の欧州特許出願にも共通す
るものであるから，他の技術分野の欧州特許出願人にとっても有益な情報といえよう。また，技術分
野に関係なく，欧州特許出願人に有益な有効化対策も説明する。
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1 ．	はじめに

欧州特許の付与は，出願人の目指すところで
はあるが，そこがゴールではなく，特許付与予
定の通知（欧州特許条約規則71（3）に基づく通
知）の受領後は，多数の欧州特許条約（EPC）
締約国のうちどの国で特許保護を求めるべきか

意思決定を行う必要がある。
欧州特許出願は，実際はEPC締約国の国内出
願の束である。欧州特許庁から特許付与予定の
通知を受領したら，各締約国における特許取得
および維持の要否を決める必要がある。このプ
ロセスは，有効化（validation）と呼ばれる。
有効化の要件は，締約国毎に異なる。出願人に
とっては，全締約国での有効化が理想かもしれ
ないが，コストの面から全締約国を網羅する有
効化は現実的ではない。
欧州特許代理人として，「特許をどの国で有
効化するべきか？」という質問を多くの出願人
から受ける。特に，開発に多くの時間と費用を
投資する製薬会社にとって，自身の特許をどの
国で有効化するかは重要な問題である。
残念ながら，すべての特許に共通する答えと
いうのはなく，答えは，どうしても「場合によ
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る」となる。考慮するべき様々な要因があり，各
要因の重要度は状況によって異なるからである。
出願人から受ける別の質問は，「同業他社は
どうしているのか？」である。同業他社の動向
は，意思決定プロセスの一部として有用だから
である。
本稿では，公開されているデータを用いて，
全体的な有効化の傾向を確認し，次に，有効化
国が比較的多いとされる製薬会社の医薬特許に
ついて，有効化の傾向をいくつかの要因のデー
タと共に掘り下げて分析し，製薬会社からのよ
くある質問「欧州特許権者が最も一般的に選ぶ
有効化国はどこか？」に対し，特に以下の点に
ついて回答する。
・ 医薬発明特許について，分布は同じであるか？
・ 上位製薬会社はどの国で有効化することを選
んでいるか？
・ どのような要因が有効化国の選択に影響を及
ぼす可能性があるか？

2 ．	データについて

本稿に示すデータは，公開されているデータ
ベースおよびレポートから取得したものであ
る。欧州特許庁は，国別の官庁によって提供さ
れた情報に基づいて各締約国において有効化さ
れた特許の総数を公開している。
今回の分析に際し，2018年に付与された特許
を分析対象として選択した｡ 2018年を選択した
理由は，2018年に付与された特許が有効化国が
全て確定している最新の年だからである。一部
の国では，特許権が設定登録され，登録原簿に
登録されるために特許出願人からの積極的な手
続は必要ない。したがって，そのような国の登
録原簿には，特許出願人が必ずしも有効化を求
めない特許権も登録され得る。これらの国の登
録原簿に登録された特許権のうち真に特許出願
人が有効化を希望したことが明確になるのは，
国別官庁に最初の更新手数料が納付された時点

である。2019年または2020年に付与された特許
については，更新手数料の追納が認められてい
る期間にある特許も含まれるため，最初の更新
手数料の納付の有無が未確定のものが含まれる。
国際特許分類（IPC）に基づいて欧州特許登
録簿（European Patent Register１））を検索し，
2018年に付与された医薬分野（A61P：化合物
または医薬製剤の特殊な治療活性）の特許を抽
出した｡ 3,600件を超える同分野の特許が2018
年に付与された。これらの特許を特許権者毎に
選別し，世界の製薬会社上位10社に付与された
特許を抽出し，また，無作為にも抽出してすべ
ての製薬会社の特許全般についての有効化の傾
向を確認した。無作為抽出は，付与された医薬
発明特許のリストをまずランダムに割り当てた
番号順に並べ，次に最初の10％を代表サンプル
として選択した。
世界の製薬会社上位10社は，フィアース
ファーマ（Fierce Pharma）によって提供され
た2019年ランキング（収益による）に基づいて
選抜した２）。日本の製薬会社上位５社は，日本
経済新聞によって提供された2021年ランキング
（2021年４月９日時点の売上高による）に基づ
いて選抜した３）。
有効化情報は，欧州特許登録簿によって提供
される統合データベース（Federated Register）
から取得した。これを手作業でチェックし，各
締約国のステータス情報をサンプリングした特
許毎に照合した。
個々の締約国の登録簿は，チェックしなかっ
た。なお，いくつかの締約国は，統合データベー
スに情報を提供していない。これらには後述す
る図中で注釈を付け，データは省略した。
図に示す各グラフの縦軸は特許件数である。
読者には，件数そのものではなく，傾向に注目
してもらいたいことから，縦軸に目盛やラベル
を付していない。
人口統計に関するデータは，ユーロスタット
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（Eurostat４））から取得した。医療費支出に関
するデータは，世界保健機関グローバル医療費
支出データベース（World Health Organization 
Global Health Expenditure Database５））から
取得した。
相対的なコストは，筆者自身の経験に基づく
ものであり，おおよその指針を提供することを
意図している。

3 ．	全技術分野の有効化の傾向

EPOは，2018年に各締約国で有効化された，
欧州特許（すべての主題分野にわたる）の数に
ついての統計数値を公表している。これらの
データを表１に示す。
これらの数字は，EPOから直接取得したもの

であり，その年に各有効化国において登録され
た欧州特許の総数を示している。しかしながら，

前章で説明したとおり，一部の締約国（表１中
の＊が付された国）では有効化のための手続が
必要ない。したがって，特許付与の前に有効化
が明示的に取り下げられない限り，欧州特許は，
その付与日にそれらの国において自動的に有効
になる。その結果，これらの国についての統計
数値は人為的に高くなり，特許権者の選択が正
確に反映されていない。これらの特許のうちの
多くは，実際は，最初の更新日に失効する。
全技術分野において，欧州特許が有効化され
る国の平均数は，全38締約国中約５ヶ国に過ぎ
ない。最も人気がある有効化国は，英国，フラ
ンスおよびドイツである。
それでも，「自動的に」有効化される国を除
外すれば（図１参照），オーストリア，イタリア，
スペインおよびオランダが最も人気のある「第
２の」選択肢と考えられていることが分かる。

表１　各EPC締約国の有効化件数

締約国 有効化件数 締約国 有効化件数
アルバニア AL 814 イタリア IT 39,619
オーストリア AT 27,919 リトアニア LT 1,998
ベルギー＊ BE 123,817 ルクセンブルク＊ LU データなし
ブルガリア BG 2,363 ラトビア LV 1,711
スイス/リヒテンシュタイン＊ CH/LI 123,971 モナコ＊ MC 123,668
キプロス CY 1,410 マケドニア MK 1,058
チェコ CZ 7,054 マルタ MT 118
ドイツ＊ DE 129,323 オランダ NL 25,654
デンマーク DK 9,491 ノルウェー NO 6,983
エストニア EE 1,820 ポーランド PL 11,636
スペイン ES 25,953 ポルトガル PT 4,607
フィンランド FI 7,514 ルーマニア RO 4,025
フランス＊ FR 126,933 セルビア RS 1,485
英国＊ GB 126,466 スウェーデン SE 14,233
ギリシャ GR 4,456 スロベニア SI 2,758
クロアチア HR 1,905 スロバキア SK 3,391
ハンガリー HU 5,383 サンマリノ SM 664
アイルランド＊ IE 123,833 トルコ TR 11,038
アイスランド IS 1,447 合計 1,106,518
＊ 有効化の手続きが不要な国
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4 ．		医薬発明特許の有効化に影響を与
え得る要因

いずれの技術分野の特許であっても，どの国
で有効化するかを決定する上で重要な基準は，
特許発明の実施に際し，どの国に最大の市場が
ある可能性が高いかということである。
医薬発明の場合，治療する医学的適応症に応
じて国の総人口だけでなく年齢分布，ライフス
タイルおよびその他の要因にも依存する潜在的
な患者人口を評価することが必要である。関連
する別の基準は，各国における平均医療費支出
である可能性がある。
そこで，医薬発明特許の有効化に影響を与え
ると考えられる人口，経済およびコスト，なら
びにその他の要因について，以下に説明および
検討する。

4．1　人口要因および経済要因

医薬品分野の特許のうち，臨床分野のリード

化合物を包含する可能性のある特許の場合，全
締約国で有効化する戦略を採る。しかし，より
低価値の特許の場合，それほど意欲的でない戦
略が適切なことがある。
一部の国では有効化するが他の国では有効化
しないという考えは，「スイスチーズ」アプロー
チと呼ばれることもある。目的は，特許の全体
的な有効性を大幅に低下させることなくコスト
を削減することである。
通常は医薬品の場合のように，潜在的に競合
する可能性のある製品が規制当局の承認を得る
ために高コストな試験を必要とする場合，競合
他社は，十分な国（「チーズ」）において主な関
連市場のすべてが特許の有効化によって保護さ
れていれば，一部の「穴」が保護されずに残さ
れていても，高コストな試験を行うこと（すな
わち，そもそも市場に入ること）を思いとどま
ることがある。
例えば，一人あたりの医療費支出が2,000米
ドルより大きなEPC締結国の合計人口はおよそ

図１　有効化手続が不要な締約国以外のEPC締約国の有効化件数（2018年）
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４億300万人である（表２参照）。この市場の80
％を５ヶ国（ドイツ，フランス，英国，スペイ
ンおよびイタリア）で有効化された特許のみで
カバーすることが可能である。これらの国より
は市場規模が小さいいくつかの国（例えばアイ
ルランド，ベルギー，スイス）は，ごくわずか
な追加費用で有効化することができる。これら
の国とオランダを追加すれば，市場全体の包含
率は90％をはるかに超えることになる。
残りの国において競合他社（例えばジェネ

リック医薬品メーカー）が競合製品を上市する
ことは，経済的でないだろう。残り10％を保護
するには，次節で説明するとおり有効化のため
にクレームや明細書の翻訳が必要な場合があ
り，有効化の全体的なコストが大幅に増加する。
この種の戦略では，EPC締約国以外の主要な
市場の保護も念頭において，グローバルに見て試

験のコストに見合うことを確認する必要がある。

4．2　相対的なコスト

有効化には，時に高額な費用が必要となる。
必然的に，資金が潤沢でない出願人にとって，
有効化に必要なコストは，特許を有効化する範
囲と場所を決定する主要な要因である。各締約
国における有効化にかかるコストは，翻訳の要
否，また，各国特許庁が要求する手続および手
数料によって異なる。
ロンドン協定は，複数の締約国における有効
化の手間と費用を大幅に削減した。この協定の
調印国は，有効化におけるすべてまたはほとん
どの翻訳の要件を撤廃することに同意した。一
部のロンドン協定国にとって，有効化は，基本
的に自動的であり，正式な手順や翻訳はまった
く必要ない。他のロンドン協定国は，クレーム

表２　欧州特許条約締約国の人口および医療費

締約国 人口 一人あたりの
医療費（USドル） 締約国 人口 一人あたりの

医療費（USドル）
アルバニア 2,862,427 データなし イタリア 60,359,456 2,840
オーストリア 8,858,775 4,940 リヒテンシュタイン 38,378 データなし
ベルギー 11,455,519 4,507 リトアニア 2,794,184 1,078
ブルガリア 7,000,039 664 ルクセンブルク 613,894 5,783
スイス 8,544,527 9,956 ラトビア 1,919,968 930
キプロス 875,899 1,732 モナコ 38,300 2,932
チェコ 10,649,800 1,476 北マケドニア 2,077,132 4,911
ドイツ 83,019,213 5,033 マルタ 493,559 2,586
デンマーク 5,806,081 5,800 オランダ 17,282,163 4,911
エストニア 1,324,820 1,300 ノルウェー 5,328,212 7,936
スペイン 46,937,060 2,506 ポーランド 37,972,812 907
フィンランド 5,517,919 4,206 ポルトガル 10,276,617 1,908
フランス 67,012,883 4,380 ルーマニア 19,414,458 555
英国 66,647,112 3,859 セルビア 6,963,764 529
ギリシャ 10,724,599 1,517 スウェーデン 10,230,185 5,905
クロアチア 4,076,246 902 スロベニア 2,080,908 1,920
ハンガリー 9,772,756 981 スロバキア 5,450,421 1,186
アイルランド 4,904,240 4,977 サンマリノ 34,590 3,362
アイスランド 356,991 6,086 トルコ 82,003,882 445
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のみの翻訳を要求する場合がある。
他方，非ロンドン協定国における有効化は，
はるかに面倒になることがあり，クレームのみ
ならず明細書をその国の公用語に翻訳する必要
があり，これによりコストが大幅に増加する。
大まかな比較のために，頁で英語10,000ワー
ド，20クレームおよび10図面を含む欧州特許の
有効化に必要なコストの概算について，架空の
見積を作成した。この見積に基づいて，国別の
有効化コストを４つのグループに分けたものを
表３に示す。なお，この見積は，大まかな比較
のために作成されたものであり，読者はこの見
積から実案件のコストを予想すべきではない。

表３　有効化にかかるコスト

概算費用
（USドル） 国

＜500 GB，BE，DE，LU，FR，IE，MC
500～1,000 MT，CH，NL

1,000～2,000 LV，HR，LT，MK，SI，SE，IS，
DK，HU，FI，RO，RS，EE，CY＊

2,000～3,500 SK，AL，PT，BG，NO，ES，
GR，SM，CZ，IT，PL，AT，TR

＊  キプロスはギリシャ語の翻訳文の提出も可能である
ことから，ギリシャも有効化すると仮定

特定の締約国に有効化するためのコストだけ
でなく長期的なコスト（維持コスト）も考慮す
る必要がある。すべてのEPC締約国において，
特許を有効に維持するために有効化の後に年次
更新手数料を支払う必要があり，これらの手数
料の額は様々である。しかし，維持コストの変
動は特許の存続期間の終わりに向かってより大
きくなる傾向があるため，重要ではあるものの，
有効化の決定に際し有効化そのもののコストほ
どの大きな要因ではない。

4．3　実施およびその他の考慮事項

本稿執筆の時点では，出願時の束から発生し
た各特許権に対し，各有効化国の国内裁判所に

おいて個別に訴訟を行わなければならない。し
たがって，限られた数の国のみにおいて有効化
することを選択する場合，実施の容易さおよび
可能性が要因となることがある。現実的に実施
が難しすぎる，遅すぎる，費用がかかりすぎる，
または不確実すぎる国において特許を取得する
ことにほとんど意味はないといえる。しかし，
欧州特許に関する侵害および無効訴訟を審理す
る中央機関化された裁判所（統一特許裁判所）
の設立が現実になる日が近づいており，同裁判
所での決定は統一特許裁判所制度に参加するす
べての欧州連合（EU）国に拘束力を持つこと
になる。
欧州での特許訴訟において，最も重要な管轄
区域は，ドイツおよび英国であり，フランスお
よびオランダがこれに続く。これらの国におけ
る裁判所制度の利用は，経験ある特許裁判官の
下で手続が行われることを保証し，これらの裁
判所が毎年多数の特許事件を受理する。一部の
裁判所は，特許権者に有利な制度を設けている。
例えば，オランダの裁判所は，過去に自らが国
境を越えた差止命令を認めることを厭わないこ
とを示しており，フランスにおいては，侵害訴
訟を始めるためにセジーコントルファソン
（saisie -contrefaçon）と呼ばれる予備手続が一
般的に使用され，侵害者と思われる者に圧力を
かけるための強力なツールとなっている。
多くの国が価格管理を行う医薬品について
は，並行輸入（商品の自由移動）のリスクが有
効化戦略にどの程度影響を及ぼすかについても
よく質問を受ける。驚くかもしれないが，「そ
れほど大きくはない」というのが答えである。
欧州司法裁判所（CJEU）の消尽の原理の下では，
権利保有者によってまたは権利保有者の同意に
よってある製品が欧州経済領域（EEA）にお
いて上市されると，特許が保有されている場所
に関わりなくその製品をEEA内の他の国に輸
入することができる。一方，EEA諸国への第
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三者（例えばジェネリック）製品の輸入は，特
許が保有されていない別のEEAの諸国でそれ
が製造されたものであっても，その国における
関連特許によって防止することができる。

5 ．	医薬発明特許の有効化の傾向

5．1　全体的な傾向

2018年に付与された医薬発明特許のデータ分
析から，同分野におけるいくつかの一般的な有
効化のパターンを推定することができる。図２
に分析結果を示す。
予測されるように，有効化はすべてのEPC締

約国にわたり行われている。最も多く有効化さ
れているのはやはり主要国である英国，フラン
スおよびドイツであり，イタリアおよびスペイ
ンでも多数有効化されているが，前述の各デー
タでは規模が小さいといえる国も，規模に比例
することなく，有効化件数では遅れを取ってい
ない。

スイスおよび北欧諸国の人気は，医療費支出
上位を反映している。
製薬会社大手のアストラゼネカの存在も，ス
ウェーデンで見られる比較的多数の有効化に寄
与している可能性がある。同様に，スイスの数
字にも大手ヘルスケア会社ロシュの存在が影響
しているかもしれない。
アイルランドは，人口は少ないものの，一人
あたりの医療費支出が多く，強力な地元の製薬
産業を有し，有効化するのが比較的安価な国で
ある。オランダとベルギーも有効化に関して比
較的安価な選択肢（両国ともロンドン協定の一
部である）であり，一人あたりの医療費支出が
多額である。オーストリアは，有効化するのに
費用のかかる国の一つであるが，人口がかなり
多く，一人あたりの医療費支出が高いことから
恩恵を受けており，保護する価値のある市場に
なる可能性がある。
医療費支出が比較的低く，有効化のコストが
高いにも関わらず，トルコは，人口が非常に多

図２　製薬会社の特許有効化の傾向（2018年）

注：AL，CY，DK，HU，IS，LVについてはデータなし

1204論説.indd   15991204論説.indd   1599 2021/12/03   13:08:382021/12/03   13:08:38

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 71　No. 12　20211600

く，経済が成長し，地理的に戦略的な位置にあ
るため，人気のある有効化国である。

5．2　大手製薬会社の傾向

（1）世界トップ10の製薬会社
薬の開発には，初期段階の研究から臨床試験
を経て販売に至るまでに巨額の投資が必要であ
り，特許権などの独占権は，製薬会社にとって
不可欠である。この事実を考えれば，比較的潤
沢な資力を有し，早期にジェネリック競合のあ
らゆる可能なリスクを最小限に抑えることにや
ぶさかでない最大手の製薬会社は，すべての可
能な管轄区域において常に有効化すると思いが
ちである。
これは確かに，大手製薬会社，特に承認され
た薬や臨床候補に特に関連する特許にとって，
非常に一般的な戦略である。しかし，それほど
重要ではない場合には，より少ない国が選択さ
れる場合がある。
そこで，世界の製薬会社上位10社６）に付与さ
れた特許を調査した。これら10社は，2018年に
300を超える医薬発明特許の付与を受けた。
図３に示す10社の傾向は，図２に示した英国，

フランスおよびドイツをトップ３とし，イタリ
ア，スペインおよびスイスを第２の選択肢群と
する全体的な傾向と広義に似ている（ここでも
スイスは間違いなくトップ10の一角としてのロ
シュの貢献によって押し上げられている）。し
かし，もっと意欲的かつコスト高の戦略を採用
する大手製薬会社の能力を反映して，図３の下
半分は，これら10社の特許のうち大きな割合が
より多数の国で有効化されていることを示す。

（2）日本トップ５の製薬会社
日本の製薬会社上位５社はすべて世界の製薬

会社上位35社にランクインしており，合わせて
売上高７兆6,657億円である７）。
世界の製薬会社上位10社と同様に，2018年に

これら５社に付与された69の医薬発明特許につ
いて同様に分析した。
図４に示す５社の傾向は，英国，フランスお
よびドイツをトップ３とし，イタリア，スペイ
ンおよびスイスを第２の選択肢群とする世界の
製薬会社上位10社と同じである。ただし，世界
の製薬会社上位10社と比較すると，グラフの下
の部分は，同10社の特許よりもはるかに大きな
割合がより多数の国で有効化されていることを
示す。これは，世界の製薬会社上位10社のサン
プル数が300を超えていたのに対し，日本の製
薬会社上位５社のサンプル数がはるかに少な
かったことが原因である可能性がある。

6 ．	有効化に備えて出願人ができること

6．1　出願係属中の有効化戦略

多くの場合，有効化国の選択は，特許出願が
許可されて初めて検討されるであろう。多くの
企業にとって，潤沢な資力または確立された有
効化決定プロセスのどちらかを有する場合，こ
れは，多くの場合，優れたアプローチである。
しかし，予算が厳しくなったり，将来の計画が
不確実になったり，または資金がまだ十分でな
い場合，出願係属中の早い段階において有効化
について考えることは，非常に有益になり得る。
例えば，欧州特許出願明細書は，通常，クレー
ムへの変更を反映するために許可される前に補
正される。通常，出願人は，出願時の明細書の
記載すべてをなんらかの形で維持しようとす
る。しかし，これにより翻訳コストが高くなる
可能性がある。翻訳を必要とする国で広く有効
化することを想定している場合，より広範な明
細書の記載の削除をお勧めする。
別の価値あるアプローチは，クレームおよび
明細書を特定のリード化合物に限定し，付与の
前に分割出願を行う。その後，この限定がなさ
れた出願を広範に有効化し，欧州全体で市販さ
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図３　世界の製薬会社上位10社の有効化国

注：AL，CY，DK，HU，IS，LVについてはデータなし

図４　日本の製薬会社上位５社の有効化国

注：AL，CY，DK，HU，IS，LVについてはデータなし

1204論説.indd   16011204論説.indd   1601 2021/12/03   13:08:392021/12/03   13:08:39

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 71　No. 12　20211602

れる可能性のある製品を保護する。分割出願で
は，より広い一般的な「マーカッシュ」クレー
ムでの権利化を目指し，最終的に主要な管轄区
域でのみ有効化する。

6．2　特許付与予定通知応答前の有効化戦略

欧州特許が正式に付与されたら，有効化の形
式手続（それらに伴う必要な翻訳コストの発生）
が必然的に続く。後で有効化する国を追加する
ことはできない。所望の有効化のすべてをほぼ
同時に実行し（かつ支払いをし）なければなら
ない。EPOにおいて特許付与予定が通知される
時期を予想するのは難しく，そのため有効化に
必要なコストについて事前に正確に予算を組む
ことは難しい場合がある。
しかし，特許付与予定の通知（欧州特許条約
規則71（3）に基づく通知）を受領し，付与手続
を開始してもなお，必要に応じて，例えば有効
化コストを次の会計年度にずらすために付与手
続を遅らせることができる。
これを行う最も簡単な方法は，「手続の続行

（further processing）」手続を利用することであ
る。特許付与予定の通知への回答の期限を延長
することはできないが，この手続を用いておよそ
３ヶ月の実質的な延長を得ることが可能である。
効果的な別の戦術は，特許付与予定の通知を
受け取った後に明細書への補正または訂正を要
求することである。この段階での補正は審査官
の裁量にゆだねられるが，クレームまたは明細
書中の自明な誤記の訂正などの理に適った要求
は，通常許可される。提案された補正が認めら
れると，新たな特許付与予定の通知が発行され，
新たな４ヶ月の応答期間が設定される。

7 ．	おわりに

本稿の冒頭で述べたとおり，「特許をどの国

で有効化するべきか？」という質問に対し，す
べての特許に共通する答えというのはない。し
かしながら，権利化された特許の実施またはそ
れによる競合他社へのけん制のために欧州特許
出願をどの締約国で有効化するかを検討する際
は，本稿で詳述した医薬発明特許のように，様々
な要因を考慮すると，自ずと答えが導き出され
るであろう。
また，有効化のタイミングは，残念ながら欧
州特許出願人が決定できるものではないが，第
６章で説明したアプローチや，本稿では説明し
ていないが，早期審査制度の利用等により，出
願人自らがタイミングを多少変更することも可
能である。これについては，欧州代理人に相談
するとアドバイスを得ることができるだろう。
本稿は，医薬発明特許の有効化戦略に焦点を
当てたが，他の技術分野の特許の有効化戦略に
も共通するものがある。本稿が，医薬発明特許
について欧州で権利化を目指す出願人はもちろ
んのこと，欧州で権利化を目指すすべての特許
出願人の有効化戦略の参考になれば幸いである。

注　記

 1） https://register.epo.org/regviewer
 2） Fierce Pharmaウェブサイト
  https://www.fiercepharma.com/special - report/

top -20 -pharma-companies -by -2019 -revenue
 3） 日本経済新聞ウェブサイト
  https://www.nikkei.com/markets/ranking/pag

e/?bd=uriage&ba=0&Gcode=09&hm=1
 4） https://ec.europa.eu/eurostat
 5） https://apps.who.int/nha/database/
 6） 前掲注２）
 7） 前掲注３）
（URL参照日は全て2021年７月16日）
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